
　市議会は、花巻市として決定しなければならないさまざまな問題に対し、
市民の代表として意思決定を行う機関 ( 議決機関 ) です。

主な役割
　①市長から提案された条例や予算などの議案を審議し、議決します。
　②市民の皆さんから出された請願・陳情を審議します。
　③市政が適正に行われているか監視し、けん制します。
　④市民の要望や意見を行政に反映するため、議員自ら議案を提案します。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
見
解
は

動
向
を
注
視
し
適
切
に
対
応
す
る

櫻井　肇 議員
（無会派）

火災警報器はさまざまな種類があります

いっぱん質問いっぱん質問

第
二
総
合
体
育
館
建
設
の
構
想
は

新
た
な
体
育
館
は
必
要
と
と
ら
え
る

永井　千一 議員
（花巻クラブ）

総合体育館ではさまざまな大会が開催されています (６／７　
岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技での大迫高校
対伊保内高校 )

　
　

2
0
1
6
年
開
催
予
定

の
岩
手
国
体
だ
が
、
当
市
は

交
通
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
や
宿

泊
収
容
人
数
な
ど
好
条
件
が

そ
ろ
い
、
ま
た
、
誘
致
に
よ

る
経
済
効
果
は
大
変
大
き
い

も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
積
極

的
に
運
動
す
べ
き
と
思
う
が

ど
う
か
。こ
れ
に
関
連
し
て
、

第
二
総
合
体
育
館
の
建
設
構

想
は
あ
る
の
か
伺
う
。

　
　
　
　
　

国
体
の
誘
致
は
、

過
去
の
大
会
実
績
、
現
有
施

設
の
活
用
、
競
技
の
運
営
能

力
等
を
点
検
し
、
目
指
す
競

技
種
目
を
確
定
し
て
時
期
を

失
す
る
こ
と
な
く
対
応
し
て

い
く
。
ま
た
、
新
た
な
体
育

館
は
、
現
在
の
利
用
状
況
や

地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
の

点
か
ら
も
必
要
と
と
ら
え
て

い
る
が
、
具
体
的
な
内
容
を

今
後
検
討
し
て
お
知
ら
せ
し

た
い
。

　
　

こ
の
花
巻
記
念
山
車
の

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
や
豪
華

絢
爛
な
姿
は
五
所
川
原
の

「
立た

ち

佞ね

ぶ

た

武
多
」
に
匹
敵
す
る

も
の
で
あ
る
。
観
光
客
誘
客

の
た
め
中
心
地
に
移
転
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
光

客
を
呼
び
込
め
る
施
設
と
し

て
、
よ
り
有
効
な
場
所
へ
の

移
転
は
必
要
と
考
え
て
い

る
。
場
所
に
つ
い
て
は
幅
広

い
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
、
今
年
度
か
ら
そ
の

作
業
に
着
手
す
る
。
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（
市
長
）

A
（
商
工
観
光
部
長
）　
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花
巻
開
町
記
念
山
車

　
　

長
寿
医
療
制
度
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
）
へ
の
市

長
の
見
解
を
伺
う
。
ま
た
、

同
制
度
の
廃
止
を
国
と
関
係

機
関
に
求
め
る
べ
き
と
考
え

る
が
い
か
が
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
用

面
や
制
度
面
に
お
い
て
様
々

な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

国
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
検
証
を
行
う
と
し
て
お

り
、今
後
の
動
向
を
注
視
し
、

広
域
連
合
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
適
切
に
対
応
し
て
い

く
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
制

度
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
て
市
民
の
理
解
と
制
度

の
定
着
を
図
っ
て
い
く
。

防
法
に
よ
り
、
各
家
庭
に
設

置
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
火
災

警
報
器
に
つ
い
て
、
低
所
得

者
等
へ
の
補
助
を
す
る
考
え

は
な
い
か
。

　
　
　
　

平
常
時
に
お
い
て

は
各
総
合
支
所
に
防
災
担
当

を
配
置
し
対
応
し
て
い
る
。

災
害
時
に
お
い
て
は
、
全
庁

の
職
員
を
活
用
す
る
中
で
臨

機
な
体
制
を
組
む
こ
と
に
よ

り
取
り
組
ん
で
い
く
。
ま
た
、

火
災
警
報
器
に
つ
い
て
、
義

務
化
に
伴
う
補
助
制
度
は
考

え
て
い
な
い
。

A
（
保
健
福
祉
部
長
）

A
（
総
務
企
画
部
長
・
総
合
防

災
部
長
）　

 

Q

 

Q
支
所
に
防
災
担
当
を

　
　

3
総
合
支
所
に
防
災
担

当
部
門
を
設
置
す
べ
き
と
考

え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
消

　

議
会
運
営
委
員
会
で
議
会

改
革
の
取
り
組
み
と
し
て
、

6
月
定
例
会
か
ら
新
た
に
次

の
こ
と
に
つ
い
て
取
り
組
む

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
持
ち
時
間
は
6 0
分
、

質
問
回
数
は
再
質
問
ま
で
合

わ
せ
て
3
回
と
し
、そ
の
後
、

同
会
派
議
員
の
関
連
質
問

（
時
間
1 0
分
）
を
行
っ
て
お

り
ま
し
た
が
、
質
問
を
重
ね

議
論
を
深
め
て
い
く
た
め
、

時
間
の
中
で
何
度
で
も
質
問

で
き
る
よ
う
改
め
、
そ
れ
に

伴
っ
て
関
連
質
問
は
行
わ
な

い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
夏
季
（
6
月
〜
9

月
）
に
お
け
る
会
議
は
、
室

温
を
適
切
な
温
度
に
保
つ
た

め
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
に
対
応
し

た
上
着
・
ネ
ク
タ
イ
の
着
用

を
自
由
と
し
ま
し
た
。

も
に
、
行
政
を
実
効
的
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
参
加
議
員

か
ら
、
議
員
立
法
や
議
員
報

告
会
、
議
会
基
本
条
例
な
ど

に
つ
い
て
の
質
問
や
意
見
が

出
さ
れ
る
な
ど
活
発
な
議
論

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

立
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授

高
橋
秀
行
氏
を
迎
え
、
議
会

改
革
に
つ
い
て
の
研
修
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

研
修
会
で
高
橋
教
授
は
、

地
方
議
会
を
取
り
巻
く
課
題

と
し
て
、
議
員
立
法
が
少
な

い
な
ど
政
策
立
案
・
修
正
機

能
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
行
政
チ
ェ
ッ
ク
機
能

や
議
会
へ
の
市
民
参
加
の
面

で
も
不
十
分
な
点
が
あ
る
こ

と
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
し
て

公
聴
会
の
開
催
や
、
議
会
報

告
会
な
ど
、
市
民
参
加
の
下
で

議
員
同
士
が
議
論
し
合
い
、

積
極
的
に
政
策
を
作
る
と
と

　
「
花
巻
市
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
」
の
策
定
委
員
会
委

員
長
を
務
め
る
な
ど
、
市
民

参
加
や
市
民
立
法
を
専
門
に

研
究
さ
れ
て
い
る
、
岩
手
県

市政調査会研修会の様子

議会改革
　について研修

市　　　　　民
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（執行機関）（執行機関）
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（議決機関）

市 長市 長
（執行機関）（執行機関）
市 長
（執行機関）

国・県

条例や予算などの提案
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選
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請
願 

陳
情

説
明
・
報
告

市 

政

選
挙
・
直
接
請
求

今
定
例
会
か
ら
の
取
り
組
み

議
会
の
役
割

議
会
の
し
く
み
①

主な役割
　①市長から提案された条例や予算などの議案を審議し、議決します。
　②市民の皆さんから出された請願・陳情を審議します。
　③市政が適正に行われているか監視し、けん制します。
　④市民の要望や意見を行政に反映するため、議員自ら議案を提案します。

花
巻
開
町
記
念
山
車

支
所
に
防
災
担
当
を

市政調査会(５/２２)

今
定
例
会
か
ら
の
取
り
組
み

　市議会と市長は、独立・対等で車の両輪のような関係にあり、互いに協力・
けん制し合いながら、市民のためのより良い市政の実現に努めています。


